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予 算 決 算 委 員 会 記 録 

 

令和６年１月２２日（月曜日） 

  午前１０時２０分開議 

  場所：第１委員会室 

 

１．本日の会議に付した案件 

  １． 議第１号 令和５年度玉名市一般会計

補正予算（第７号） 

 

２．出席委員（２１名） 

 委  員  長    近 松 惠美子 さん 

 副 委 員 長    松 本 憲 二 君 

 委     員    大 野 豊 重 君 

 委     員    中 村 慎 吾 君 

 委     員    浜 田 繁次郎 君 

 委     員    瀬 崎   剛 君 

 委     員    田 浦 敏 晴 君 

 委     員    山 下 桂 造 君 

 委     員    立 川 信 之 君 

 委     員    坂 本 公 司 君 

 委     員    𠮷 田 真樹子 さん 

 委     員    一 瀬 重 隆 君 

 委     員    北 本 将 幸 君 

 委     員    多田隈 啓 二 君 

 委     員    德 村 登志郎 君 

 委     員    西 川 裕 文 君 

 委     員    江 田 計 司 君 

 委     員    前 田 正 治 君 

 委     員    作 本 幸 男 君 

 委     員    森 川 和 博 君 

 委     員    中 尾 嘉 男 君 

 

３．欠席委員（なし） 

 

４．欠  員（１名） 

 

５．事務局職員出席者 

 事 務 局 次 長    松 野 和 博 君 

 係     長    小 畠 栄 作 君 

 

５．説明のため出席した者 

 副  市  長    村 上 隆 之 君 

 総 務 部 長    𠮷 田 勇 人 君 

 健康福祉部長    瀬 崎 しのぶ さん 

 総 務 課 長    前 田 弘 信 君 

 財 政 課 長    木 村 隆 宏 君 

 くらしサポート課長    平 田 光 紀 君 

 その他関係職員 

 

午前１０時２０分 開会 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） おはようございま

す。 

 委員会を始める前に申し上げます。 

 委員会はインターネット配信をしておりますの

で、委員各位並びに執行部におかれましては個人

情報等の発言には十分御注意をお願いいたします。 

 審査に当たっての発言の際には、必ず挙手をさ

れ、指名いたしますので、委員においてはマイク

スタンドのボタンを押して氏名を述べられてから

発言し、終わりましたら再度ボタンを押してくだ

さい。 

 また委員が質疑される際には、資料の名称及び

ページ番号等を必ずお伝えいただくようお願いい

たします。 

 執行部におかれましては、ワイヤレスマイクの

スイッチを入れ、所属と氏名を述べられてから発

言し、終わりましたらスイッチをお切りください。 

 審査の方法は、執行部からの説明の後、質疑、

委員間討議、討論、採決の順に行ないます。 

 最後に、スムーズな議事進行のため、委員にお

かれましては付託案件に関係のない質疑は慎むこ

と、執行部におかれましては説明は１０分以内を

目安にお願いいたします。 

 では、ただいまから予算決算委員会を開会いた
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します。 

 本日、予算決算委員会に付託されました案件は、

議案１件です。 

 それでは、議第１号令和５年度玉名市一般会計

補正予算（第７号）を議題といたします。 

 執行部からの説明をお願いいたします。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 議第１号令和５年度玉名市一般会計補正予算

（第７号）について御説明いたします。 

 予算の内容を御説明する前に、事前に配付して

おります別資料にて、事業の概要を御説明いたし

ます。 

 最初に、低所得者支援及び定額減税補足給付金

に係る制度概要案をお願いします。 

 まず、表にあります①の住民税均等割非課税世

帯への給付につきましては、昨年１２月議会にて

追加提案し、御承認をいただきました、対象世帯

へ７万円を支給する事業でございます。 

 今回御審議いただきますのは、②の住民税均等

割のみ課税世帯への給付で、令和５年度の対象世

帯へ１世帯当たり１０万円を給付するもの、並び

に、③低所得者の子育て世帯への加算として、今

御説明いたしました①と②、両方の対象世帯に扶

養されている１８歳以下の児童１人当たり５万円

を加算し、支給するものでございます。 

 次に、低所得者支援及び定額減税補足給付金の

支給イメージ図をお願いします。 

 先ほど御説明いたしました、今回給付の対象者

につきましては、図の左側の水色の部分に該当す

る方で、対象世帯から申請書を御提出いただき、

内容確認ができた方から、３月上旬以降、順次支

給を行ないます。 

 なお、次回以降は、令和６年度の課税情報をも

とに、図の黄色い部分、④の（１）新たに非課税

となる世帯へ１０万円、（２）新たに均等割のみ

課税世帯へ１０万円、その両方への加算として、

児童１人当たり５万円を支給する運びとなります。 

 それでは、予算の内容について御説明いたしま

す。 

 予算資料の１ページをお願いします。予算書は

１０ページになります。 

 第１表の１番、住民税均等割世帯臨時特別給付

金支給事業で、２億３６７万２,０００円の増額

をお願いするものです。 

 内訳の主なものとして、支給事務実施に伴う職

員の時間外勤務手当１４４万３,０００円、基幹

システム改修業務委託８０万３,０００円、扶助

費として、対象世帯２,０００世帯分、２億円を

計上しております。 

 次に、予算資料２ページをお願いします。 

 ２番、子育て世帯臨時特別給付金支給事業で、

７,６４１万７,０００円の増額をお願いするもの

です。 

 内訳の主なものとして、基幹システム改修業務

委託１０５万６,０００円、扶助費として、対象

児童１,５００人分、７,５００万円を計上してお

ります。 

 なお、今回提案しております全事業の財源は、

国からの物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付

金で賄うものです。 

 次に、第２表、繰越明許費追加で御説明いたし

ました両事業につきまして、今年度中に事業が完

了できないことから、それぞれの予算額を上限に、

翌年度へ繰り越すものです。 

 以上で、議第１号令和５年度玉名市一般会計補

正予算（第７号）の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） 以上で執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はございませんか。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、おはよ

うございます。 

 今回、該当者たいね。これ、物価高騰によって

のこの給付金、トータルでどのくらいになんね。

１世帯当たりでよかけども。今まで何遍かあっ
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とっど。初めてじゃなかろう、これ。それ分かん

ね。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 今まで支給した額ということでございますか。 

○委員（中尾嘉男君） この高騰でね。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） それは物

価高騰の前の非課税世帯への給付金も入れたとこ

ろでよろしいですか。 

○委員（中尾嘉男君） 要するに、コロナと物価

高騰しかなかったわけ。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） はい。 

○委員（中尾嘉男君） うん。で、コロナは

ちょっと外してたんで、この物価高騰で。分かり

次第よかよ。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 物価高騰に対する給付金につきましては、昨年

夏の３万円、今準備しております７万円、今回の

１０万円ということになります。 

○委員（中尾嘉男君） 合計の２０万円たいね。

それプラス、子どもさんが。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 ３万円と７万円、こちらは非課税世帯に対して

支給しておりますので、非課税者世帯に対して１

０万円。今回は均等割のみ課税世帯ですので、そ

の方たちにも１０万円ということで、トータル１

０万円ずつということになります。 

○委員（中尾嘉男君） そこに今回、子どもの１

８歳未満、これがまた加算さるっとだろ。その辺

は、一人５万円だったかな。これが１回限りじゃ

ないど、これも。１回限りかね。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 今、中尾委員おっしゃられてます対象世帯へ児

童１人当たり５万円。これは、今回対象になる方

に５万円、１回支給いたします。新たに令和６年

度にまた同じように非課税世帯、均等割のみ課税

世帯の方に１０万円の支給を行ないますけれども、

そこでも５万円の加算を行ないます。ですので、

１回きりということになります。 

○委員（中尾嘉男君） じゃあ、トータルで２０

万円になっとかな。来年まで合わせれば。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 例えば子どもがお一人扶養している子どもさん

がいらっしゃる場合、５万円の上乗せということ

になりますので、１０万円プラス５万円で１５万

円。これが令和５年度中に対象になる方にこれか

ら準備をするところでございます。 

○委員（中尾嘉男君） また令和６年度も５万円

くっとだろたい。違うとかね。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 令和６年度に新たに対象になる世帯の上乗せと

して、５万円を。 

○委員（中尾嘉男君） ああ、新たに。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） はい。新

たにです。 

○委員（中尾嘉男君） いいです。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにありません

か。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 両方ともにこのシステム改修費が入ってるんで

すけれども、これまでの給付というのも多々あっ

て、その都度、システム改修費というのはちょっ

と定かでないんで、そこのところを教えてほしい

のと、これからもこういうことがあるたびにシス

テム改修費というのは必要になってくるんでしょ

うか。前回の応用とかパラメーターの変更ではで

きないんですか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 今までも支給の都度、システム改修費を組んで

おりますけれども、そのときの要件に合わせた支
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給が毎回違いますので、対象者数の抽出から支給

に至るまでの事務で、それぞれシステム改修がか

かるということになります。 

○委員（大野豊重君） それは、システムの根幹

を変更されてるんですか。それとも、抽出、いわ

ゆるＳＱＬ分だけの変更なんですか。どちらなん

ですか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 根幹を変えるタイミングもあるかもしれません

けれども、基本的には抽出から文書の発送といい

ますか、文書の作成、テキストの作成、あと、最

後は支給、その一連の作業についてのシステム改

修ということになります。 

○委員（大野豊重君） 今お伺いする限りでは、

ほぼほぼパラメーターの変更だけでできるように

しか聞こえないんですけど、システムが全然違う

ものをつくらなきゃいけないというんだったら分

かるんですが、これまでもいろんな給付作業とい

うのはやられてきてるはずなので、そういったと

ころも、極力財源を使わないようにできるはずな

ので、そういったところも今後、業者のほうにお

願いしたいというのと、あと、そういう仕様が毎

回毎回、都度あるごとに変更しなきゃいけない、

それに何十万円、何百万円かかるというのはやっ

ぱりおかしいことなので、そこのところはもう少

し検討していっていただきたいというふうに思い

ます。 

 大野から以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。

ほかにございませんか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。おはよう

ございます。 

 確認なんですけど、この制度概要案の中の１番

で、補正予算で対応されている分の確認をさせて

いただきたいんですけど、この修正申告によりで

すね、令和５年度の住民税均等割税課税を返却し

ていく場合もあるという考えでよろしいんですか

ね。修正申告があって、課税世帯になった人が

あった場合には、返却もあるやり方なのか、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 修正申告等によって条件が変わった方は、返却

もあり得るということになります。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 逆にですね、修正申告して、世帯全員の令和５

年度の住民税均等割が非課税となった場合は、本

対象となるということでよろしいですかね。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 対象となるということになります。 

○委員（多田隈啓二君） ありがとうございます。

ぜひですね、その辺の対応はしっかり、給付の対

象になられる人もおられるんで、しっかりですね、

周知のほう、よろしくお願いしたいと思います。 

 続けてなんですけど、７万円給付されるという

ことで、住民税の非課税世帯のはざまにいる方が

おられますよね。この表でいけば、例えばイメー

ジ図の⑤番の方ですよね。定額減税の４万円以下

ですね。このはざまの人、この⑤番の人をどう平

等にしていくのかというのが多分行政の一番の課

題だと思いますけど、その辺のこの方に対しての

平等性、抽出の仕方、やり方、また、どのくらい

ぐらい人数を想定されているのか、お伺いしたい

と思います。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 多田隈委員御質問の、イメージ図でいう⑤番の

部分の方ですけれども、この部分につきましては、

支給の方法として、詳しいまだ資料も届いていな

い状況です。なおかつ、新年度に入りまして、令

和６年度の課税状況が関係してきますので、今、

対象者数がどれぐらいかというのもちょっと分か

りかねる状況でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 



 

 －5－ 

 ぜひですね、ここをどうするかが、今回の給付

だったり減税だったりのはざまがあるんですよね。

このはざまの人たちの給付をですね、しっかり、

今後ですね、対応していただきたいということを

お願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今回の補正の財源が物価高騰対応重点支援地方

創生臨時交付金ですけど、これは今、国から玉名

市に示されているのは、今後どのぐらい来るよう

示されているんでしょうか。今回の財源はこれを

２億８千百何十万円充てたということなんですけ

ど。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課長の木村でご

ざいます。 

 今回の対応については、全額国で見るというこ

とではございますけども、国からまだ具体的に金

額は示されてないところでございます。総額自体

はですね、示されてないところでございます。 

 ただ、これまでの３万円、７万円、このときの

対応につきましては、まず概算という形で、８割

を対象とした交付金が支給をされました後に、あ

とは実施状況を見て、残りの２割については、第

２段階目で交付されたというような状況ございま

すので、ただ、全体としては国のほうで見るとい

うところだけ今回確認をしているところでござい

ます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今回も、そういって金額が３万円、７万円とか

決まっとんなら、それに対する交付金じゃあるけ

ど、補助金みたいな形でしょう。そうじゃなくて、

やっぱ物価高騰対応の、市民生活を支えるための、

単独で、玉名市が単独でですよ、何かできるよう

な財源となる交付金は示されとらんとかなと思っ

て。まだ全然ゼロですか、今のところは。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課長の木村でご

ざいます。 

 今回はこの内容のみでございます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。議第１号について討

論はございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） これより採決に入

ります。 

 議第１号令和５年度玉名市一般会計補正予算

（第７号）については、全員一致をもって可決す

ることに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 以上で、本日、予算決算委員会に付託されまし

た案件の審査は終了いたしました。 

 ここでお諮りいたします。 

 委員長報告の作成につきましては、委員長に御

一任願いたいと思いますが、これに御異議ござい

ませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 御異議なしと認め

ます。よって、さよう決定いたしました。 

 これにて、予算決算委員会を閉会いたします。

お疲れさまでございました。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１０時４０分 閉会 

 

 

 

 

 



 

 －6－ 

玉名市議会委員会条例第３０条第１項の規定によ

り、ここに署名する。 

 

予算決算委員会委員長     近 松 惠美子 
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